
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の一部を改正す

る政令案」に関する御意見募集の結果について 

令 和 元 年 ８ 月 ７ 日 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 事 課 

 

標記について、令和元年６月 26 日から令和元年７月 23 日まで御意見を募集したとこ

ろ、１件の御意見をいただきました。お寄せいただいた御意見とそれに対する考え方を

次のとおり御報告いたします。また、本政令案と関係のない御意見も 21 件いただきまし

た。 

皆様方の御協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも厚生労働行政の推進に御協

力賜りますようお願い申し上げます。 

 

No. 御意見の概要 御意見に対する考え方 

１ そもそも論として、「はり師」と「き

ゅう師」を分ける必要性はあるので

しょうか？一つにまとめて「鍼灸師」

にしてしまえば受験料や登録料等も

一つになり、また余計な事務手続き

が減る分人員削減も行う事が出来、

それぞれにとって利益があるのでは

ないでしょうか。今回の趣旨にも関

わる事だと思うので、現実に即した

法改正をお願いします。 

はり師ときゅう師は独立した業務を行

っているため、「鍼灸師」の創設は予定し

ておりませんが、今後の業務の参考にさ

せていただきます。 

 


